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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
 

　英文目論見書の変更がありましたので、2020年７月31日に提出した有価証券届出書（2020年10月30日付

有価証券届出書の訂正届出書により訂正済）の関係情報を訂正するため、また、訂正すべきその他の事項

があるため、本訂正届出書を提出するものです。

 

２【訂正の内容】
 

　下線の部分は訂正箇所を示します。

 

表紙

 

＜訂正前＞

（前略）

代理人の住所又は所在地 東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

（中略）

連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

代理人の住所又は所在地 東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

（中略）

連絡場所 東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

（後略）

 

　　次へ
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第二部　ファンド情報
 

第１　ファンドの状況
 

２　投資方針

（１）投資方針

＜訂正前＞

（前略）

一般的な投資方針および投資制限

（中略）

　各ポートフォリオの投資目的および方針は、かかるポートフォリオの設立時に管理会社によって定

められる。投資目的の変更および投資方針の重大な変更は、変更が実行される前に買戻し手数料を支

払うことなく受益者が受益証券の買戻しを行うことを可能にするための合理的な通知が行われた後に

のみ行われる。

　ポートフォリオは、買戻しに対応するためまたはその他の流動性を満たすために適切と思われる流

動資産に付随的に投資することができる。

（後略）

 

＜訂正後＞

（前略）

一般的な投資方針および投資制限

（中略）

　各ポートフォリオの投資目的および方針は、かかるポートフォリオの設立時に管理会社によって定

められる。投資目的の変更および投資方針の重大な変更は、変更が実行される前に買戻し手数料を支

払うことなく受益者が受益証券の買戻しを行うことを可能にするための合理的な通知が行われた後に

のみ行われる。

 

環境・社会・ガバナンス（ＥＳＧ）統合

　ＥＳＧ投資は、しばしば「サステナブル投資」という用語と結び付けられ、または置換え可能な用

語として用いられる。ブラックロック・グループは、サステナブル投資およびＥＳＧをそれぞれ、ブ

ラックロック・グループのソリューションを特定し、報告するための全体的な枠組みおよびデータの

ツールキットとしている。ブラックロック・グループは、ＥＳＧ統合を、リスク調整後のリターンを

高めるために、重要なＥＳＧ情報および持続可能性リスクに関する考慮事項を投資判断に取り入れる

実務として定義している。ブラックロック・グループは、すべての資産クラスおよびポートフォリオ

運用のスタイルにおいて、重要なＥＳＧ情報が関連性を有することを認識している。投資顧問会社

は、すべての投資プラットフォームにおける投資プロセスにおいて、サステナビリティに関する考慮

事項を取り入れることができる。ＥＳＧ情報および持続可能性リスクは、投資リサーチ、ポートフォ

リオ構築、ポートフォリオの見直しおよび投資スチュワードシップ・プロセスにおける検討対象に含

まれる。

　投資顧問会社は、調査プロセスにおいて、総合的な情報の一つとして持続可能性リスクを含むＥＳ

Ｇに関する考察およびデータを考慮に入れ、投資プロセスにおいてかかる情報の重要性を判断する。

サブ・ファンドの投資決定の際に考慮すべき事項は、ＥＳＧの考察のみではなく、投資判断において

どの程度ＥＳＧに関する考察を考慮するかは、ＥＳＧの特性またはポートフォリオの目的により決定

される。投資顧問会社によるＥＳＧデータの評価は主観的なものとなる場合があり、新たに発生する

持続可能性リスクや変動する市況に照らして、時を経て変化することがある。このアプローチは、投

資目的および投資方針に従って、かつポートフォリオの投資者の最善の利益のためにポートフォリオ

を運用するという投資顧問会社の規制上の義務と整合するものである。各ポートフォリオについて、
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会社のリスクおよび定量分析グループは、投資顧問会社と協力してポートフォリオの見直しを行い、

持続可能性リスクが伝統的な財務上のリスクと同様に定期的に考慮されること、関連する持続可能性

リスクを考慮して投資判断が下されていること、およびポートフォリオが持続可能性リスクにさらさ

れるような決定が慎重に下されること、ならびにポートフォリオの投資目的に従ってリスクが分散お

よび軽減されていることを確保する。

　ブラックロック・グループのＥＳＧ統合へのアプローチは、投資分析を進化させること、および

ポートフォリオの投資に対して持続可能性リスクが与えるであろう影響を理解することを目標とし

て、投資顧問会社が考慮する情報の総量を拡大するものである。投資顧問会社は、ポートフォリオの

目的に適した投資決定を行うために、ＥＳＧデータおよび考察を含め、様々な経済・金融指標を評価

する。これには、関連する第三者の考察またはデータ、内部調査またはエンゲージメントに関する説

明およびブラックロック・グループ投資スチュワードシップからの情報が含まれることがある。

　持続可能性リスクは、調査、配分、選定、ポートフォリオ構築決定または運用におけるエンゲージ

メント等の投資プロセスの様々な段階で特定され、ポートフォリオのリスクおよびリターン目標に応

じて考慮される。かかるリスクの評価は、その重要性（すなわち、投資リターンに影響を及ぼす可能

性）に応じて、かつその他のリスク（流動性やバリュエーション等）の評価と併せて行われる。

　ポートフォリオの文書に別段の記載がなく、またポートフォリオの投資目的および投資方針に別段

の記載が含まれない限り、ＥＳＧ統合により、ポートフォリオの投資目的が変更されることはなく、

投資顧問会社が投資可能な分野が制限されることはなく、また、ＥＳＧまたはインパクトに重点を置

いた投資戦略または排除スクリーニングがポートフォリオによって採用されることは示唆されていな

い。インパクト投資とは、経済的なリターンに加えて、有益かつ測定可能な社会的および／または環

境への影響を生み出すことを目指す投資をいう。同様に、ポートフォリオがどの程度持続可能性リス

クの影響を受けるかは、ＥＳＧ統合によっては決定されない。後記「３　投資リスク」の「持続可能

性リスク」を参照のこと。

　ブラックロック・グループは、法令により認められている場合には、商品ページにおいて公に入手

可能な一連の統合ステートメントを通じて、またはその他既存および潜在的な投資者ならびに投資顧

問会社によって入手可能な方法で、チームまたはプラットフォームレベルでの、およびそれぞれ独自

の投資戦略のためのＥＳＧリスク統合の実務に関する詳細な情報を、開示する。

 

投資スチュワードシップ

　ブラックロック・グループは、ポートフォリオの該当する資産クラスのための資産の長期的な価値

を保護し、また拡大することを目的として、投資スチュワードシップの約束と議決権行使を行ってい

る。ブラックロック・グループの経験上、リスク管理の監督、取締役会の説明責任および規制の遵守

を含む健全なガバナンス慣行によって、持続可能な財務業績および価値創造が強化される。ブラック

ロック・グループは、最優先事項として、取締役会の構成、有効性および説明責任に重点を置いてい

る。ブラックロック・グループの経験上、高い水準のコーポレート・ガバナンスは、取締役会のリー

ダーシップと監督の基礎となる。ブラックロック・グループは、取締役会が、その有効性およびパ

フォーマンス、ならびに取締役の責任およびコミットメント、交代および承継の計画、危機管理なら

びにダイバーシティに関する取締役会の姿勢を評価する方法に関する理解を深めることを約束する。

　ブラックロック・グループは、その事業の２つの重要な特徴に基づき、投資スチュワードシップ業

務において、長期的な視点を持っている。すなわち、ブラックロック・グループの投資家の大半が長

期的な目標のために貯蓄しており、長期的な投資者であると想定されること、また、ブラックロッ

ク・グループは、多様な投資ホライズンの戦略を提供しており、投資先企業と長期的な関係を築いて

いることである。

　持続可能な投資および投資スチュワードシップに対するブラックロック・グループのアプローチの

詳細については、ウェブサイト（www.blackrock.com/corporate/sustainabilityおよび

https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility）を

参照されたい。
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　ブラックロック・グループは、現在、金融業セクターのサステナビリティ関連の開示に関する欧州

議会および理事会のＳＦＤＲ規則（ＥＵ）2019／2088に規定された期限までに、持続可能性について

のファンドへの不利な影響に関する透明性の要件を遵守する方針である。

 

　ポートフォリオは、買戻しに対応するためまたはその他の流動性を満たすために適切と思われる流

動資産に付随的に投資することができる。

（後略）

 

３　投資リスク

（１）リスク要因

＜訂正前＞

（前略）

新興市場

（中略）

　新興市場は、投資リスクを増大させる可能性があり、かつ、一般に成熟市場では稀な、以下の要因

が見られることがある。

・　民間部門における著しい政府介入

・　政治的かつ社会的な不安定性（収用政策、没収課税、国有化、証券市場および貿易決済への介

入、ならびに外国投資規制の実施および為替管理を含む。）

・　過負荷のインフラ

・　極端な輸出偏向

・　旧式な金融制度

・　環境問題

・　一次産品への依存

・　課税上の偏り（外国人投資家に対して異なるキャピタル・ゲイン税を課すこと。）

・　異なる会計、監査および金融報告慣行

・　インサイダー取引につながる可能性がある投資家活動に関する規制、規制の施行および監視の水

準が低いこと

・　確立されていない証券市場（取引量が少ない、流動性が乏しい、価格の変動が大きい、集中的な

時価総額（小規模の産業への参加者が少ないのに対して投資家および金融仲介会社の集中度が高

い。）のために証券の投資タイミングおよび価格算定に影響が及ぶことがある。）

・　未発達の決済／仲介サービス（資本市場が十分発達しておらず、資産の保管／登録の信頼度が低

い。）

・　政府による登録機関の監督の少なさ、および発行体からの非独立性（株式保有の喪失につながる

詐欺、過失、不当な圧力、所有権の拒絶の可能性）

　上記の要因は、個々の小規模市場および新興市場に関して一般的に高レベルのリスクを招くことが

あるが、かかる市場における活動間の相関関係が低い場合および／またはポートフォリオ内における

投資対象の分散によって軽減することができる。

　ロシアにおける投資は、現在、証券の所有および保管に関して特定の高リスクにさらされている。

ロシアにおいて、このことは、企業またはその登録機関（代理人ではなく、保管受託銀行に対し責任

を負うこともない。）の帳簿への記入によって証明されている。ロシア企業の所有権を表章する券面

は、保管受託銀行もしくは取引代行機関において、または効果的な中央預託制度によって保有される

ことはない。かかる制度ならびに政府による不十分な規制および強制力の結果、ポートフォリオは、

詐欺、過失または単なる誤りによって、2013年法に基づく保管受託銀行の責任および義務に影響を与

えることなく、自らのロシアの有価証券の登録および所有権を喪失する可能性がある。

（中略）

英国のＥＵ離脱が与えうる影響
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　2016年６月23日に行われた国民投票において、英国の有権者は、欧州連合を離脱することを票決し

た。その結果、政治・経済が不安定となり、また、英国さらには欧州のより広い範囲の金融市場の変

動性（ボラティリティ）が高まった。英国がＥＵ離脱の条件をまとめるにつれ、かかる市場に対する

消費者、企業および金融の信頼も弱まることとなりうる。影響の程度は、英国のＥＵ離脱に関する最

終的な合意後に、英国とＥＵとの間で結ばれる取決めの性質および英国がＥＵの法令に基づく法律の

適用をどの程度継続するかにも左右される。英国とＥＵの間で合意される政治的、経済的および法的

な枠組みを導入するプロセスが長引くほど、英国および欧州のより広い範囲の市場において、不確実

性が続き、変動性（ボラティリティ）の悪化がもたらされる恐れがある。英国のＥＵ離脱、離脱の先

行きまたは離脱の条件は、英国（および場合によっては世界）の金融市場に著しく不確実な状態をも

たらす可能性もあり、これにより、ファンドの運用成績、純資産価格、ファンドの収益および受益者

に対するリターンに重大な悪影響が及ぶ恐れがある。欧州連合内で資本を調達することが一層困難に

なる可能性、および／または規制遵守の負担が増す可能性もあり、これによりファンドの将来の活動

が制限され、その結果、リターンにもマイナスの影響が及ぶ恐れがある。

　かかる不確実性に起因するボラティリティのために、ファンドおよび組入証券のリターンが、市場

動向、スターリング・ポンドおよび／またはユーロの下落の可能性ならびに英国ソブリン債の信用格

付の引下げによる悪影響を受けることがある。これにより、ファンドが慎重な為替ヘッジ方針を実行

することがさらに困難になる、またはその費用がより高額となる恐れがある。

ユーロおよびユーロ圏のリスク

　一部の国における国債の下落およびより安定した他の国々への波及のリスクは、世界的経済危機を

悪化させた。他のユーロ圏諸国においても、借入コストが膨らみ、キプロス、ギリシャ、イタリア、

アイルランド、スペインおよびポルトガルと同様の経済危機に直面するというリスクに関する懸念が

依然として残っている。かかる状況および英国の国民投票は、欧州経済通貨同盟の安定性および全体

的な状況に関して数多くの不確定要素を生み、ユーロ圏の構成に変化をもたらす可能性がある。ユー

ロ圏において一もしくは複数の国がユーロから離脱することまたは離脱する可能性によって、一もし

くは複数のユーロ圏諸国が自国の通貨を再導入するか、またはより極端な状況下では、ユーロが完全

に消滅する可能性がある。かかる事態の展開またはかかる問題もしくは関連する問題に関する市場の

認識によって、ファンドの組入証券の価値が悪影響を受けることがある。ユーロ圏危機の最終結果を

予測することは困難である。受益者は、ユーロ圏および欧州連合の変化がファンドの投資に及ぼす影

響を慎重に考慮するべきである。

その他のリスク

（後略）
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＜訂正後＞

（前略）

新興市場

（中略）

　新興市場は、投資リスクを増大させる可能性があり、かつ、一般に成熟市場では稀な、以下の要因

が見られることがある。

・　民間部門における著しい政府介入

・　政治的かつ社会的な不安定性（収用政策、没収課税、国有化、証券市場および貿易決済への介

入、ならびに外国投資規制の実施および為替管理を含む。）

・　過負荷のインフラ

・　極端な輸出偏向

・　旧式な金融制度

・　気候変動により悪化しうる環境問題

・　一次産品への依存

・　課税上の偏り（外国人投資家に対して異なるキャピタル・ゲイン税を課すこと。）

・　異なる会計、監査および金融報告慣行

・　インサイダー取引につながる可能性がある投資家活動に関する規制、規制の施行および監視の水

準が低いこと

・　確立されていない証券市場（取引量が少ない、流動性が乏しい、価格の変動が大きい、集中的な

時価総額（小規模の産業への参加者が少ないのに対して投資家および金融仲介会社の集中度が高

い。）のために証券の投資タイミングおよび価格算定に影響が及ぶことがある。）

・　未発達の決済／仲介サービス（資本市場が十分発達しておらず、資産の保管／登録の信頼度が低

い。）

・　政府による登録機関の監督の少なさ、および発行体からの非独立性（株式保有の喪失につながる

詐欺、過失、不当な圧力、所有権の拒絶の可能性）

　上記の要因は、個々の小規模市場および新興市場に関して一般的に高レベルのリスクを招くことが

あるが、かかる市場における活動間の相関関係が低い場合および／またはポートフォリオ内における

投資対象の分散によって軽減することができる。

　これらの特徴により、関連するポートフォリオの価格が、持続可能性リスク（とりわけ気候変動に

関連する環境変化に起因するもの、社会問題（労働者の権利に関するものを含むがこれに限られな

い。）およびガバナンス・リスク（取締役会の独立、所有と支配または監査・税務管理を含むがこれ

に限られない。））に起因するさらなる影響を受けることがある。また、持続可能性リスクに関する

開示または第三者によるデータの対象範囲は、これらの市場では通常、入手可能性も透明性も低いも

のとなる。

　ロシアにおける投資は、現在、証券の所有および保管に関して特定の高リスクにさらされている。

ロシアにおいて、このことは、企業またはその登録機関（代理人ではなく、保管受託銀行に対し責任

を負うこともない。）の帳簿への記入によって証明されている。ロシア企業の所有権を表章する券面

は、保管受託銀行もしくは取引代行機関において、または効果的な中央預託制度によって保有される

ことはない。かかる制度ならびに政府による不十分な規制および強制力の結果、ポートフォリオは、

詐欺、過失または単なる誤りによって、2013年法に基づく保管受託銀行の責任および義務に影響を与

えることなく、自らのロシアの有価証券の登録および所有権を喪失する可能性がある。

（中略）

英国のＥＵ離脱が与えうる影響

　2020年１月31日、英国はＥＵから正式に離脱し、ＥＵ加盟国ではなくなった。英国およびＥＵは、

2020年12月31日までの移行期間（以下「移行期間」という。）に入った。移行期間中、英国は適用あ

るＥＵの法令の対象となる。

　政治的、経済的および法的な枠組みに関する交渉およびその設定が、移行期間を過ぎて長引くこと

があり、これにより、英国およびより広範囲の欧州市場において、移行期間中およびその後にわた
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り、不確実な状態および変動性（ボラティリティ）の大きい期間が続く恐れがある。将来の関係性に

関する条件によっては、世界の金融市場の不確実性が継続し、ポートフォリオの運用成績に悪影響が

及ぶことがある。

　かかる不確実性に起因するボラティリティのために、ポートフォリオの組入証券のリターンが、市

場動向、スターリング・ポンドおよび／またはユーロの潜在的な価値の低下ならびに英国ソブリン債

の信用格付の引下げによる悪影響を受けることがある。このことはまた、ポートフォリオによる慎重

な為替ヘッジ方針の実行をより困難またはより高コストにすることがある。

ユーロおよびユーロ圏のリスク

　一部の国における国債の下落およびより安定した他の国々への波及のリスクは、世界的経済危機を

悪化させた。他のユーロ圏諸国においても、借入コストが膨らみ、キプロス、ギリシャ、イタリア、

アイルランド、スペインおよびポルトガルと同様の経済危機に直面するというリスクに関する懸念が

依然として残っている。かかる状況および英国の国民投票は、欧州経済通貨同盟の安定性および全体

的な状況に関して数多くの不確定要素を生み、ユーロ圏の構成に変化をもたらす可能性がある。ユー

ロ圏において一もしくは複数の国がユーロから離脱することまたは離脱する可能性によって、一もし

くは複数のユーロ圏諸国が自国の通貨を再導入するか、またはより極端な状況下では、ユーロが完全

に消滅する可能性がある。かかる事態の展開またはかかる問題もしくは関連する問題に関する市場の

認識によって、ファンドの組入証券の価値が悪影響を受けることがある。ユーロ圏危機の最終結果を

予測することは困難である。受益者は、ユーロ圏および欧州連合の変化がファンドの投資に及ぼす影

響を慎重に考慮するべきである。

持続可能性リスク

　持続可能性リスクとは、環境、社会またはガバナンスの問題に関係する投資リスク（ある投資対象

につき予想されるリターンに対して、重大な損失が発生する可能性またはその不確実性）を指す包括

的な用語である。

　環境問題に関する持続可能性リスクは、気候リスク（物理的リスクおよび移行リスクの双方）を含

むが、これらに限定されない。物理的リスクは、短期的または長期的な気候変動がもたらす物理的な

影響に起因する。例えば、頻繁かつ厳しい気候関連事象により、製品およびサービスならびにサプラ

イチェーンが影響を受けることがある。移行リスクは、政策、技術、市場または評判リスクのいずれ

であれ、気候変動を軽減することを目的とした低炭素経済への移行から生じる。社会問題に関連する

リスクには、労働者の権利および地域社会との関係が含まれうるが、これらに限定されない。ガバナ

ンスに関するリスクには、取締役会の独立、所有と支配、および監査・税務管理に関するリスクが含

まれうるが、これらに限定されない。上記のリスクは、発行体の運営効率および回復力、ならびに発

行体に対する一般の認識および評判に影響を与えることがある。これらは、発行体の収益性ひいては

資本増加にも影響し、最終的にはポートフォリオの保有銘柄の価値にも影響を与えるものである。

　上記は持続可能性リスクの要因の例示に過ぎず、投資対象のリスク・プロファイルは、持続可能性

リスクの要因のみによって決まるものではない。持続可能性リスクの要因およびその他のリスクの関

連性、深刻度、重要性および対象期間は、ポートフォリオによって大きく異なる。

　持続可能性リスクは、異なる種類の既存のリスク（市場リスク、流動性リスク、集中リスク、信用

リスク、資産と負債の不釣り合いによるリスクなどを含むが、これらに限定されない。）として表す

ことができる。例えば、ポートフォリオは、物理的な気候リスク（例えば、サプライチェーンの乱れ

による生産能力の低下、需要ショックによる売上の減少、または運営コストもしくは資本コストの増

加）または移行リスク（例えば、炭素を多く排出する製品もしくはサービスに対する需要の低下、ま

たは原料価格の変化による生産コストの増加）により潜在的に減収または費用の増加にさらされる可

能性のある発行体の株式または債務証券に投資することがある。その結果、持続可能性リスクの要因

により、投資対象が重大な影響を受け、ボラティリティが高まり、流動性に影響し、ひいてはポート

フォリオの受益証券の価値が損なわれることがある。

　これらのリスクによる影響は、特定のセクターまたは地理への集中が見られるポートフォリオの場

合に、より大きくなることがある。例えば、悪天候に影響されやすい場所に地理的に集中している

ポートフォリオの場合、ポートフォリオの組入証券の価額が、物理的な不利な気候事象の影響をより

受けやすい。また、炭素を多く排出している、または低炭素の代替形態に移行する際のコストが高い
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産業または発行体に投資しているなど、特定のセクターに集中しているポートフォリオの場合、気候

に係る移行リスクの影響をより受けやすい。

　これらの要因のすべてまたはいくつかが組み合わさり、関連するポートフォリオの組入証券に想定

外の影響をもたらすことがある。その場合、通常の市況下では、ポートフォリオの受益証券の価額が

重大な影響を受けることがある。

　持続可能性リスクの評価は、対象となる資産クラスおよびポートフォリオの目的に応じた固有のも

のである。異なる資産クラスについては、より精密な調査を行い、重要性を評価し、発行体および資

産によって有効な区別を付けるため、異なるデータおよび手段が必要となる。重要性およびポート

フォリオの目的に基づき優先順位を付けることで、リスクを考慮すると同時に管理することとなる。

　持続可能性リスクの影響は、時間の経過と共に増大することが見込まれ、また、持続可能性に関す

る要因およびその影響についてのさらなるデータおよび情報が入手可能となり、持続可能な金融に関

連する規制環境が整備されるにつれ、新たな持続可能性リスクが特定される可能性がある。これらの

新たに発生するリスクは、ポートフォリオの受益証券の価値に更なる影響を及ぼすことがある。

その他のリスク

（後略）

 

第２　管理及び運営
 

５　受益者の権利等

（３）本邦における代理人

＜訂正前＞

　東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

　アンダーソン・毛利・友常法律事務所

　上記代理人は、ファンドから日本国内において、以下の権限を委任されている。

(a）ファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の

問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限

(b）日本における受益証券の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一

切の裁判上、裁判外の行為を行う権限

　なお、財務省関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁

長官に対する代理人は、以下のとおりである。

　　　弁護士　中野　春芽

　　　東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

　　　アンダーソン・毛利・友常法律事務所
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＜訂正後＞

　東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

　上記代理人は、ファンドから日本国内において、以下の権限を委任されている。

(a）ファンドに対するルクセンブルグおよび日本の法律上の問題ならびに日本証券業協会の規則上の

問題について一切の通信、請求、訴状、その他訴訟関係書類を受領する権限

(b）日本における受益証券の募集、販売、買戻しの取引に関する一切の紛争、見解の相違に関する一

切の裁判上、裁判外の行為を行う権限

　なお、財務省関東財務局長に対する受益証券の募集、継続開示等に関する届出代理人および金融庁

長官に対する代理人は、以下のとおりである。

　　　弁護士　中野　春芽

　　　東京都千代田区大手町一丁目１番１号　大手町パークビルディング

　　　アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業

 

別紙Ａ

＜訂正前＞

用語集

 

用　　　語 定　　　義

（中略）

リバース・レポ取引 ポートフォリオが保有する証券を合意した価格、
期日および利払いで買い戻す合意のもとで、当該
証券を売却する優良取引相手方との取引。

名義書換事務代行会社 Ｊ.Ｐ. モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
ス・エー

（後略）

 

＜訂正後＞

用語集

 

用　　　語 定　　　義

（中略）

リバース・レポ取引 ポートフォリオが保有する証券を合意した価格、
期日および利払いで買い戻す合意のもとで、当該
証券を売却する優良取引相手方との取引

ＳＦＤＲ規則 サステナブルファイナンス情報開示に関するＥＵ
規則2019／2088（随時変更、改正又は追加済）

名義書換事務代行会社 Ｊ.Ｐ. モルガン・バンク・ルクセンブルグ・エ
ス・エー

（後略）
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